
香芝市告示第１１２号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、

指定公金事務取扱者に公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する 

 

  令和８年４月２７日 

 

香芝市長 三 橋 和 史      

 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地 

 名 称 奈良県広域水道企業団企業長 山下 真 

 所在地 奈良県磯城郡田原本町大字宮古４０４番地７ 

 

２ 指定公金事務取扱者として従事する業務の名称 

 公共下水道使用料の徴収及び収納事務 

 

３ 指定をした日 

 令和８年４月１日 

 

４ 委託をした日 

 令和８年４月１日 

 

 

 


